
事 務 連 絡

令和３年(2021 年)９月２８日

自 治 会 長 各位

マンション管理組合理事長 各位

箕面市地域創造部箕面営業室長

箕面ドライブウェイの一方通行規制の拡大について（お知らせ）

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、本市行政諸般にわたり、ご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございます。

さて、毎年秋の紅葉期においては、マイカーによる観光客のご来訪が非常に多く、箕

面ドライブウェイを中心として交通渋滞が発生してきました。そこで、毎年１１月の土

曜・日曜・祝日、箕面山荘風の杜からダム下三叉路まで、一方通行規制を実施してきた

ところです。

また、今秋からは、観光バスを誘致し、少しでも多くの方に公共交通をご利用いただ

けるよう、バス駐車場の整備やバス会社への働きかけに取り組んでいます。

さらに、このたび、勝尾寺前の交通渋滞解消のための社会実験として、ダム下三叉路

から勝尾寺前の区間においても実施することとなりましたので、あわせてお知らせいた

します。

期間中何かとご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願

いいたします。

謹白

記

１．規制区間 みのお山荘風の杜～ダム下三叉路～勝尾寺（裏面の地図のとおり）

※ダム下三叉路（Ｂ）～勝尾寺（Ｃ）区間を拡大します。

２．規制期間 令和３年１１月の土日祝日（１０日間）の９時から１８時まで

３．そ の 他 ・交通状況によっては、規制期間中であっても、一方通行規制を解除

する場合があります。

・府道茨木能勢線勝尾寺口から勝尾寺を経由し高山方面へは通行でき

ません。

４．問合せ先 【これまでの規制区間（Ａ～Ｂ）に関すること】

箕面市 地域創造部 箕面営業室

電話：０７２－７２４－６９０５ FAX：０７２－７２２－７６５５

【拡大する規制区間（Ｂ～Ｃ）に関すること】

応頂山 勝尾寺

電話：０７２－７２１－７０１０ FAX：０７２－７２２－６６６５

【連絡先】

箕面市 地域創造部 箕面営業室

電話 ０７２－７２４－６９０５

FAX ０７２－７２２－７６５５

担当 佐々木、金原




